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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第２区分
【発行日】平成25年2月21日(2013.2.21)

【公開番号】特開2011-130932(P2011-130932A)
【公開日】平成23年7月7日(2011.7.7)
【年通号数】公開・登録公報2011-027
【出願番号】特願2009-293805(P2009-293805)
【国際特許分類】
   Ａ６３Ｂ  69/36     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ６３Ｂ  69/36    ５４１Ｓ
   Ａ６３Ｂ  69/36    ５４１Ｗ

【手続補正書】
【提出日】平成25年1月7日(2013.1.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
　センサ１３１の検知結果及びカメラ１３２の撮影画像のデータは、支援装置１００に取
り込まれる。ＣＰＵ１０１は、方向ｄ１で後方側のセンサ１３１がゴルフクラブヘッドの
通過を検知してから、前方側のセンサ１３１がゴルフクラブヘッドの通過を検知するまで
の時間を計時する。そして、計時した時間と、予め分かっている一対のセンサ１３１、１
３１の離間距離と、からヘッドスピードを算出できる。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１８】
　バックスピン量はマーク２０１の上下方向の回動量から、サイドスピン量及び方向はマ
ーク２０１の左右方向の変位量から、上下の打出角はマーク２０１の上下方向の変位量か
ら算出できる。左右の打出角は、マーク２０１の大きさの変化から算出できる。ＩＭＧ２
で示すように、ＩＭＧ１よりもマーク２０１が小さい場合は左方向に打出されたことを示
し、その程度により打出角を算出できる。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２２】
　先端剛性差とは、シャフトの先端側の所定範囲の剛性差を意味し、図３では範囲Ｐ１の
両端部の剛性差Ｄ１である。手元剛性差とは、シャフトの手元側の所定範囲の剛性差を意
味し、図３では範囲Ｐ２の両端部の剛性差Ｄ２である。範囲Ｐ１、Ｐ２は、例えば、シャ
フトの中央を境にして、先端側に所定長さ（例えば２５０ｍｍ）の範囲を範囲Ｐ１とし、
手元側に該所定長さの範囲を範囲Ｐ２とすることができる。なお、範囲Ｐ１、Ｐ２は図３
の例のように連続していなくてもよく、シャフトの中央を境にして、先端側、手元側に位
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置しておれば、互いに離れていてもよい。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２４】
　＜シャフトの分類＞
　本実施形態では、先端剛性差の大小と、手元剛性差の大小とによりシャフトを４つのグ
ループＩ～ＩＶに分類する。図４（Ａ）はグループＩ～ＩＶの説明図である。グループＩ
は、相対的に先端剛性差及び手元剛性差の双方が大きいシャフトのグループである。グル
ープＩＩは、相対的に先端剛性差は小さく、相対的に手元剛性差は大きいシャフトのグル
ープである。グループＩＩＩは、相対的に先端剛性差は大きく、相対的に手元剛性差は小
さいシャフトのグループである。グループＩＶは、相対的に先端剛性差及び手元剛性差の
双方が小さいシャフトのグループである。剛性差の大小は、例えば、先端剛性差であれば
、剛性値で０．９～１．３のいずれかの値を境界とし、手元剛性差であれば１．１～１．
３のいずれかの値を境界とすることができる。なお、本実施形態では、シャフトの剛性分
布によって４つのグループＩ～ＩＶを設定したが、３グループ以下、或いは、５グループ
以上のグループ設定も可能である。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４５】
　図６のように推奨シャフト情報を構成した場合、シャフトの剛性分布の分類も５つにす
る必要がある。図７（Ａ）はグループＩ～Ｖの説明図、図７（Ｂ）はシャフトの分類情報
の例を示す。グループＩ～ＩＶは上記第１実施形態と同様である。図７（Ａ）に示すよう
にグループＶは、先端剛性差及び手元剛性差が中間的な数値範囲のものとなっている。シ
ャフトの分類情報の構成はグループＶが追加されただけで、その余は上記第１実施形態の
ものと同様である。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４８】
　図８は、ＣＰＵ１０１が実行する選択支援処理の別例を示すフローチャートである。Ｓ
１１では、試打に関する計測パラメータの計測結果を取得する。上記第１実施形態のＳ１
と同様の処理である。Ｓ１２ではＳ１１で取得した計測結果に基づき、ユーザのレベルを
判定する。一般に初級者は打球の左右のぶれが大きい。そこで、本実施形態では、左右の
打出角とサイドスピン量とによりユーザのレベルを分類する。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５０】
　図８に戻り、Ｓ１３では試打を行ったユーザが中・上級者に分類されるか否か（左右打
出角及びサイドスピン量が規定範囲内か）を判定する。該当する場合、そのユーザは中・
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上級者とみなしてＳ１５へ進む。該当しない場合はＳ１４へ進む。
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